
伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療

機関(以下「病院」という。)が、市民の医療の確保と健康管理を図るための医療機器の

、 （ 「 」整備に対し 予算の範囲内において伊勢原市医療機器整備事業費補助金 以下 補助金

という ）を交付することについて、伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原。

市規則１９号。以下「規則」という ）に規定するもののほか、必要な事項を定めるも。

のとする。

（補助対象）

第２条 補助の対象は、市民の医療と健康管理のための医療機器整備事業とする。

（補助金の額等）

第３条 補助金の額は、医療機器の整備に要する経費の５分の１以内とし、３，０００万

円を限度とする。

２ 補助金は、１０万円を単位として交付するものとし、１０万円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。

（交付の要望）

第４条 補助金の交付を要望しようとする病院は、伊勢原市医療機器整備事業費補助金交

付要望書（第１号様式）を、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の１０月末日

までに市長に提出しなければならない。

（内定通知）

第５条 市長は、前条の規定による補助金の交付要望があったときは、病院の活動内容等

を審査し、必要に応じて実態調査を行うものとする。

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補

助金の予算措置を行い、当該予算の議決後、その旨を伊勢原市医療機器整備事業費補助

金内定通知書（第２号様式）により通知するものとする。

（交付の申請）

第６条 前条第２項の規定により内定通知を受けた病院は、伊勢原市医療機器整備事業費

補助金交付（変更交付）申請書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。

(1) 事務事業計画書

(2) 収支予算書

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきものと決定した

ときは、伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付決定通知書（第４号様式）により通知

するものとする。

（変更交付の申請）

第８条 前条の通知を受けた病院が、補助金の交付申請額を変更しようとする場合は、伊

勢原市医療機器整備事業費補助金交付（変更交付）申請書（第３号様式）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事務事業計画書



(2) 変更収支予算書

（変更交付の決定）

第９条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、交付する補助金額を変更すべきもの

と決定したときは、伊勢原市医療機器整備事業費補助金変更交付決定通知書（第５号様

式）により通知するものとする。

（変更の承認）

（ 「 」第１０条 規則第６条の規定により補助金の交付決定を受けた事業 以下 交付決定事業

という ）の内容若しくは経費の配分の変更（次条に定める軽微な変更を除く ）又は中。 。

止若しくは廃止をしようとする場合は、伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付決定事

業変更（中止・廃止）承認申請書（第６号様式）に変更の理由又は中止若しくは廃止の

理由等を記載し、関係資料を添付して市長に提出しなければならない。

２ 市長は、伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付決定事業変更（中止・廃止）承認申

請書が提出され、審査等の結果、変更又は中止若しくは廃止すべきものと決定したとき

は、伊勢原市医療機器整備事業費補助金変更（中止・廃止）承認決定通知書（第７号様

式）により通知するものとする。

（軽微な変更）

第１１条 規則第７条第１項第１号の軽微な変更は、交付決定の基礎となった活動費の

１０％以下の額のものとする。

（申請の取下げのできる期間）

第１２条 規則第９条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知

を受けた日から１０日を経過した日までとする。

（補助金の交付）

第１３条 補助金は、補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長

が特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付

することができる。

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、伊勢原市医療機器整備事業

費補助金交付請求書（第８号様式）に伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付決定通知

書又は伊勢原市医療機器整備事業費補助金変更交付決定通知書の写しを添えて市長に提

出しなければならない。

（実績報告）

第１４条 規則第１４条の規定による実績報告は、伊勢原市医療機器整備事業費補助金実

績報告書（第９号様式）により、当該補助事業等の完了の日から３０日を経過した日又

は当該年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに行わなければならない。

（補助金額の確定）

第１５条 市長は、伊勢原市医療機器整備事業費補助金実績報告書が提出され、規則第１

５条の規定に基づいて補助金の確定を行った結果、第７条の交付決定の額（第９条の変

更交付決定を行った場合は、その額）と確定額が相違する場合は、伊勢原市医療機器整

備事業費補助金確定通知書（第１０号様式）により通知するものとする。

（財産処分の制限）

第１６条 規則第２０条ただし書の規定により市長が定める期間及び同条第３号の規定に



より市長が定める財産の種類は、次のとおりとする。

(1) 備品 ６年

（委任）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

この告示は、公表の日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。

（伊勢原市総合病院医療機器整備事業費補助金交付要綱の廃止）

伊勢原市総合病院医療機器整備事業費補助金交付要綱（平成元年４月１日施行）は、廃

止する。

附 則

（施行期日）

この告示は、公表の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。

附 則（令和４年３月２４日告示第３８号）

この告示は、公表の日から施行する。
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第１号様式（第４条関係）

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付要望書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

要望者名称及び

代表者氏名

年 度に おい て伊 勢原 市 医療 機器 整備 事 業費 補助金 の交付 を

要望します。

交付要望額 千円

（注）予算案及び事業計画案を添付してください。
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第２号様式（第５条関係）

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金内定通知書

年 月 日

様

伊勢原市長 印

年 月 日付けで要望のありました伊勢原市医療機器

整 備事 業費 補 助金 の交 付に つい て は、 次の とお り 交付 する予 定です の

で 、 年 月 日ま でに 伊 勢原 市医 療機 器 整備 事業費 対策事 業

補助金交付申請書を提出されるよう通知します。

交付予定額 千円

（事務担当は、 ）
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第３号様式（第６条、第８条関係）

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付

（変更交付）申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金の交付（変更交付）

を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

交付申請額 千円

（注）事務事業計画書及び収支予算書を添付してください。
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第４号様式（第７条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日 付けで 申請の ありました伊勢原市 医療機器

整 備事 業費 補 助金 につ いて は、 伊 勢原 市補 助金 等 の交 付規則 第６条 の

規定に基づいて、次のとおり決定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 補助金交付決定額 千円

２ 交 付 条 件

（事務担当は、 ）
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第５号様式（第９条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金

変更交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日 付け で 提出 され まし た 変更 交付申 請書の 内

容 を審 査し ま した 結果 、次 のと お り変 更交 付決 定 しま したの で通知 し

ます。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 変更交付決定額 千円

（変更前の交付決定額 千円）

２ 交 付 条 件

（事務担当は、 ）
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第６号様式（第１０条関係）

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金

交付決定事業変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

次の とお り 伊勢 原市 医療 機器 整 備事 業費 補助 金 交付 決定事 業の変 更

（ 中止 ・廃 止 ）に つい て承 認を 受 けた いの で、 関 係書 類を添 えて申 請

します。

１ 変更の内容

（変更前）

（変更後）

２ 変更の理由
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第７号様式（第１０条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金

変更（中止・廃止）承認決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日 付け で 提出 され まし た 変更 （中止 ・廃止 ）

申 請書 の内 容 を審 査し まし た結 果 、次 のと おり 承 認し ました ので通 知

します。

年 月 日

伊勢原市長 印

変更（中止・廃止）の内容

（事務担当は、 ）
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第８号様式（第１３条関係）

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付請求書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

請求者名称及び

代表者氏名

,

交付 決定 の あり まし た伊 勢原 市 医療 機器 整備 事 業費 補助金 の交付 を

受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ 交付決定通知額 千円

２ 既交付額 千円

３ 今回交付請求額 千円

４ 未交付額 千円

５ 添付書類

□伊勢原市医療機器整備事業費補助金交付決定通知書の写し

□伊勢原市医療機器整備事業費補助金変更交付決定通知書の写し

（注）上記のいずれかに 印を付けてください。ü
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第９号様式（第１４条関係）

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金実績報告書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

補助事業者名称及び

代表者氏名

年 度伊 勢原 市医 療機 器 整備 事業 費補 助 金に 係る実 績を次 の

とおり報告します。

交付決定額 千円

実 績 額 千円

不 用 額 千円

（ 注） 事務 事 業成 果報 告書 及び 収 支決 算書 （見 込 み） を添付 してく だ

さい。
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第１０号様式（第１５条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市医療機器整備事業費補助金確定通知書

住所又は

所在地

補助事業者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで提出されました実績報告書を審査しま

した結果、次のとおり確定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 補助金交付（変更交付）決定額 千円

２ 補助金確定額 千円

（ 、 ）事務担当は


